
一
頁

○
厚
生
労
働
省
令
第
百
二
十
一
号

国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
四
号
）
及
び
厚
生
年
金
基
金
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る

政
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
二
百
五
十
五
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
関
係
法
律
及
び
関
係
政
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び

に
関
係
法
律
及
び
関
係
政
令
を
実
施
す
る
た
め
、
厚
生
年
金
基
金
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
八
月
二
十
四
日

厚
生
労
働
大
臣

坂
口

力

厚
生
年
金
基
金
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
厚
生
年
金
基
金
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

厚
生
年
金
基
金
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
二
条
の
十
一
第
一
号
中
「
五
分
五
厘
」
を
「
三
分
二
厘
」
に
改
め
る
。

第
三
十
二
条
の
十
二
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

法
第
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
財
政
の
現
況
及
び
見
通
し
が
作
成
さ
れ
る
場
合
（
次
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ

る
場
合
を
除
く
。
）

令
第
三
十
六
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
月
の
十
三
月
前
の
月
の



二
頁

末
日

第
三
十
二
条
の
十
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
代
行
保
険
料
率
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
事
項
）

第
三
十
二
条
の
十
三

法
第
八
十
一
条
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
と
す
る
。

一

前
条
第
一
号
、
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
場
合

次
に
掲
げ
る
事
項

イ

代
行
保
険
料
率
算
定
基
準
日
現
在
の
性
別
、
年
齢
別
及
び
勤
続
年
数
別
の
基
金
の
加
入
員
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
単
に
「
加
入
員
」
と
い
う
。
）
の
数
並
び
に
標
準
報
酬
月
額
及
び
標
準
賞
与
額

ロ

代
行
保
険
料
率
算
定
基
準
日
前
三
年
間
の
各
応
当
日
に
お
け
る
性
別
及
び
年
齢
別
の
加
入
員
の
数

ハ

代
行
保
険
料
率
算
定
基
準
日
前
三
年
間
の
各
応
当
日
か
ら
の
一
年
間
に
お
け
る
性
別
及
び
年
齢
別
の
加
入
員
の
資

格
を
喪
失
し
た
者
の
数

ニ

代
行
保
険
料
率
算
定
基
準
日
前
三
年
間
の
各
応
当
日
か
ら
の
一
年
間
に
お
け
る
性
別
及
び
年
齢
別
の
加
入
員
の
資

格
を
取
得
し
た
者
の
数



三
頁

二

前
条
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合

次
に
掲
げ
る
事
項

イ

代
行
保
険
料
率
算
定
基
準
日
現
在
の
性
別
及
び
年
齢
別
の
加
入
員
の
数
並
び
に
標
準
報
酬
月
額
及
び
標
準
賞
与
額

ロ

当
該
基
金
に
お
け
る
直
前
の
免
除
保
険
料
率
の
決
定
に
係
る
代
行
保
険
料
率
算
定
基
準
日
（
以
下
こ
の
号
に
お
い

て
「
直
前
代
行
保
険
料
率
算
定
基
準
日
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
性
別
、
年
齢
別
及
び
勤
続
年
数
別
の
加
入
員
の
標

準
報
酬
月
額
及
び
標
準
賞
与
額

ハ

直
前
代
行
保
険
料
率
算
定
基
準
日
前
三
年
間
の
各
応
当
日
に
お
け
る
性
別
及
び
年
齢
別
の
加
入
員
の
数

ニ

直
前
代
行
保
険
料
率
算
定
基
準
日
前
三
年
間
の
各
応
当
日
か
ら
の
一
年
間
に
お
け
る
性
別
及
び
年
齢
別
の
加
入
員

の
資
格
を
喪
失
し
た
者
の
数

ホ

直
前
代
行
保
険
料
率
算
定
基
準
日
前
三
年
間
の
各
応
当
日
か
ら
の
一
年
間
に
お
け
る
性
別
及
び
年
齢
別
の
加
入
員

の
資
格
を
取
得
し
た
者
の
数

第
三
十
二
条
の
十
四
第
二
号
中
「
第
二
号
又
は
第
三
号
」
を
「
第
三
号
又
は
第
四
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
三
号
と

し
、
同
条
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

第
三
十
二
条
の
十
二
第
二
号
に
規
定
す
る
場
合

令
第
三
十
六
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
定



四
頁

め
る
月
の
四
月
前
の
月
の
末
日

第
七
十
五
条
第
二
項
中
「
第
十
四
号
及
び
第
十
六
号
」
を
「
第
十
五
号
及
び
第
十
七
号
」
に
改
め
る
。

附
則
第
三
項
中
「
法
第
八
十
一
条
第
五
項
の
保
険
料
率
（
基
金
の
加
入
員
で
あ
る
被
保
険
者
に
係
る
も
の
を
除
く
。
附
則

第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
変
更
さ
れ
る
ま
で
の
間
」
を
「
当
分
の
間
」
に
、
「
第
四
号
」
を
「
第
五
号
」
に
改
め
る
。

附
則
第
五
項
中
「
法
第
八
十
一
条
第
五
項
の
保
険
料
率
が
変
更
さ
れ
る
ま
で
の
間
」
を
「
当
分
の
間
」
に
改
め
る
。

（
確
定
拠
出
年
金
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

確
定
拠
出
年
金
法
施
行
規
則
（
平
成
十
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
七
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
の
見
出
し
中
「
変
更
」
を
「
変
更
等
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

法
第
六
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
特
に
軽
微
な
変
更
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
と
す
る
。

一

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
（
事
業
主
の
住
所
の
変
更
に
限
る
。
）

二

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
（
実
施
事
業
所
又
は
船
舶
所
有
者
の
所
在
地
の
変
更
に
限
る
。
）

三

前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
（
同
号
の
確
定
拠
出
年
金
運
営
管
理
機
関
の
住
所
の
変
更
に
限
る
。
）

四

前
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
（
資
産
管
理
機
関
の
住
所
の
変
更
に
限
る
。
）



五
頁

第
六
条
第
一
項
第
一
号
中
「
掲
げ
る
書
類
」
の
下
に
「
（
同
条
第
三
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
項
の
変
更
に

係
る
実
施
事
業
所
に
つ
い
て
の
書
類
に
限
る
。
）
」
を
加
え
る
。

第
七
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
法
第
六
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
軽
微
な
変
更
の
う
ち
特
に
軽
微
な
も
の
と
し
て
第
五
条
第
二
項
で
定
め
る
も

の
の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
は
、
当
該
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

第
十
条
第
一
項
第
三
号
チ
中
「
第
七
十
二
条
第
二
項
第
五
号
」
を
「
第
七
十
二
条
第
二
項
第
七
号
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
中
第
八
項
を
第
十
項
と
し
、
第
七
項
を
第
九
項
と
し
、
第
六
項
を
第
八
項
と
し
、
第
五
項
の
次
に
次
の
二
項
を

加
え
る
。

６

事
業
主
は
、
企
業
型
年
金
加
入
者
が
前
条
第
一
項
第
三
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
は

、
該
当
し
な
く
な
っ
た
日
か
ら
五
日
以
内
に
、
そ
の
資
格
の
種
別
及
び
資
格
を
喪
失
し
た
年
月
日
を
企
業
型
記
録
関
連
運

営
管
理
機
関
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

７

事
業
主
は
、
企
業
型
年
金
加
入
者
が
前
条
第
一
項
第
三
号
ホ
か
ら
リ
ま
で
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
は

、
速
や
か
に
、
そ
の
資
格
の
種
別
及
び
資
格
を
喪
失
し
た
年
月
日
を
企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
に
通
知
す
る
も
の



六
頁

と
す
る
。

第
十
五
条
第
二
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
前
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
十
五
条
中
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

企
業
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
等
は
、
企
業
型
年
金
加
入
者
等
原
簿
に
記
録
さ
れ
た
事
項
の
う
ち
第
一
項
第
五
号
に

掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
少
な
く
と
も
、
同
号
の
運
用
の
指
図
を
行
っ
た
日
（
運
用
の
指
図
の
変
更
を
行
っ
た
と
き
は

、
そ
の
変
更
を
行
っ
た
日
。
）
か
ら
起
算
し
て
十
年
を
経
過
し
た
日
と
前
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
て
当
該

各
号
に
定
め
る
日
の
い
ず
れ
か
早
い
日
ま
で
保
存
す
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
運
用
の
方
法
の
除
外
）

第
二
十
条
の
二

法
第
二
十
六
条
た
だ
し
書
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
由
は
、
次
に
掲
げ
る
事
由
と
す
る
。

一

運
用
の
方
法
が
令
第
十
五
条
第
一
項
第
三
号
ル
、
ソ
又
は
ツ
に
掲
げ
る
方
法
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
投
資
法
人

（
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
八
号
）
第
二
条
第
十
九
項
に
規
定
す
る



七
頁

投
資
法
人
を
い
う
。
）
が
同
法
第
二
百
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
百
八
十
七
条
の
登
録
の
取
消
し
を
受
け
た
こ
と
。

二

運
用
の
方
法
に
係
る
契
約
の
相
手
方
が
破
産
し
た
こ
と
。

第
二
十
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
十
九
条

削
除

第
五
十
六
条
第
二
項
中
「
こ
の
項
」
の
下
に
「
及
び
次
項
」
を
加
え
、
各
号
列
記
以
外
の
部
分
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え

る
。

た
だ
し
、
前
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
五
十
六
条
中
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

個
人
型
記
録
関
連
運
営
管
理
機
関
は
、
個
人
型
年
金
加
入
者
等
原
簿
に
記
録
さ
れ
た
事
項
の
う
ち
第
一
項
第
五
号
に
掲

げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
少
な
く
と
も
、
同
号
の
運
用
の
指
図
を
行
っ
た
日
（
運
用
の
指
図
の
変
更
を
行
っ
た
と
き
は
、

そ
の
変
更
を
行
っ
た
日
。
）
か
ら
起
算
し
て
十
年
を
経
過
し
た
日
と
前
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
て
当
該
各

号
に
定
め
る
日
の
い
ず
れ
か
早
い
日
ま
で
保
存
す
る
も
の
と
す
る
。

様
式
第
七
号
５
．
各
運
用
の
方
法
ご
と
に
選
択
し
て
い
る
個
人
別
管
理
資
産
残
額
の
状
況
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



八
頁

５
各
運
用
の
方
法
ご
と
に
選
択
し
て
い
る
個
人
別
管
理
資
産
残
額
の
状
況

．

運
用
の
方
法
名

信
託
財
産
・
保
険
解
約
返
戻
金
等
の

運
用
の
方
法
の

元
本
確
保
の

株
券
等

資
産
額

種
類

運
用
の
方
法

円円

計
円

－
－

－

備
考

（
）

１
二
以
上
の
厚
生
年
金
適
用
事
業
所
で
企
業
型
年
金
を
実
施
し
て
い
る
場
合
は

各
厚
生
年
金
適
用
事
業
所
の
状
況

．
、



九
頁

に
つ
い
て
作
成
し

併
せ
て
当
該
企
業
型
年
金
全
体
の
状
況
に
つ
い
て
作
成
す
る
こ
と

、
。

２
事
業
年
度
末
時
点
の
も
の
を
記
載
す
る
こ
と

．
。

３
運
用
の
方
法
の
種
類

の
欄
に
つ
い
て
は

令
第
１
５
条
第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
運
用
の
方
法
に
応
じ

該
当

．
「

」
、

、

す
る
号
番
号
を
記
載
す
る
こ
と
。

４
元
本
確
保
の
運
用
の
方
法

の
欄
に
つ
い
て
は

当
該
運
用
の
方
法
が
令
第
１
６
条
に
規
定
す
る
運
用
の
方
法

．
「

」
、

に
該
当
す
る
場
合
に
は
○
印
を
記
載
す
る
こ
と
。

５
株
券
等

の
欄
に
つ
い
て
は

当
該
運
用
の
方
法
が
令
第

条
第
１
項
第
２
号
ハ
又
は
同
項
第
３
号
カ
か
ら

．
「

」
、

１
５

ナ
ま
で
に
掲
げ
る
運
用
の
方
法
に
該
当
す
る
場
合
に
は
○
印
を
記
載
す
る
こ
と
。

（
確
定
給
付
企
業
年
金
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

確
定
給
付
企
業
年
金
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
厚
生
労
働
省
令
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
百
二
十
五
条
」
を
「
第
百
三
十
四
条
」
に
改
め
る
。

第
七
条
の
見
出
し
中
「
変
更
」
を
「
変
更
等
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

法
第
七
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
特
に
軽
微
な
変
更
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
と
す
る
。



一
〇
頁

一

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
（
事
業
主
の
住
所
の
変
更
に
限
る
。
）

二

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
（
実
施
事
業
所
の
所
在
地
の
変
更
に
限
る
。
）

三

前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
（
資
産
管
理
運
用
機
関
及
び
契
約
投
資
顧
問
業
者
の
住
所
の
変
更
に
限
る
。
）

第
八
条
第
一
号
中
「
書
類
」
の
下
に
「
（
同
条
第
三
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
項
の
変
更
に
係
る
実
施
事
業

所
に
つ
い
て
の
書
類
に
限
る
。
）
」
を
加
え
る
。

第
九
条
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
法
第
七
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
軽
微
な
変
更
の
う
ち
特
に
軽
微
な
も
の
と
し
て
第
七
条
第
二
項
で
定
め
る
も

の
の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
は
、
当
該
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

第
十
条
第
二
号
中
「
第
七
条
第
五
号
」
を
「
第
七
条
第
一
項
第
五
号
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
第
三
号
中
「
第
七
条
第
二
号
」
を
「
第
七
条
第
一
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
第
二
号
中
「
第
七
条
第
五
号
」
を
「
第
七
条
第
一
項
第
五
号
」
に
改
め
る
。

第
五
十
一
条
中
「
第
七
条
第
四
号
」
を
「
第
七
条
第
一
項
第
四
号
」
に
改
め
る
。

附
則
第
三
条
中
「
次
に
掲
げ
る
書
類
」
を
「
次
の
と
お
り
」
に
改
め
る
。



一
一
頁

附

則

こ
の
省
令
は
、
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
六
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
し
、
第
一
条

の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
厚
生
年
金
基
金
規
則
第
三
十
二
条
の
十
一
か
ら
第
三
十
二
条
の
十
四
ま
で
の
規
定
は
、
平
成
十
七
年

四
月
一
日
以
後
の
免
除
保
険
料
率
を
決
定
す
る
に
当
た
り
行
わ
れ
る
代
行
保
険
料
率
の
算
定
か
ら
適
用
す
る
。


